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食
費
・
居
住
費
の 

軽
減
の
更
新
手
続
き

　

介
護
保
険
施
設
（
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
を
含
む
）
で
の
、
食
費

・
居
住
費
の
利
用
者
負
担
額
が

軽
減
と
な
る
「
介
護
保
険
負
担

限
度
額
認
定
証
」
は
、
毎
年
６

月　

日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て

３０
い
ま
す
。
引
き
続
き
の
認
定

は
、
７
月
末
ま
で
に
更
新
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

［
対
象
と
な
る
人
］

　

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

の
人
。
た
だ
し
、
市
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
世
帯

の
年
間
収
入
か
ら
施
設
の
利
用

者
負
担
（
１
割
負
担
、
食
費
、

居
住
費
の
年
間
合
計
）
を
差
し

引
い
た
額
が　

万
円
以
下
と
な

８０

る
場
合
は
、
対
象
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

［
必
要
な
書
類
］

　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
更

新
の
場
合
は
現
在
持
っ
て
い
る

負
担
限
度
額
認
定
証
な
ど

　

［
更
新
申
請
場
所
］

　

各
区
の
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

福
祉
・
介
護
保
険
課
、
早
良
区

入
部
出
張
所
、
西
区
今
宿
出
張

所
社
会
福
祉
法
人
の 

軽
減
の
更
新
手
続
き

　

社
会
福
祉
法
人
が
所
得
の
低

い
人
に
対
し
て
、
利
用
者
負
担

を
通
常
の
４
分
の
３
に
軽
減
す

る
「
社
会
福
祉
法
人
利
用
者
負

担
軽
減
確
認
証
」
は
、
毎
年
６

月　

日
が
有
効
期
限
と
な
っ
て

３０
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
軽
減
を
受
け
る
場

合
は
、
７
月
末
ま
で
に
更
新
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

［
対
象
と
な
る
人
］

　

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

で
、
年
間
収
入
（
※
１
）
や
預

貯
金
等
の
額
（
※
２
）
な
ど
で

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人

（
※
１
）
単
身
世
帯
で
１
５
０

万
円
、
世
帯
員
が
１
人
増
え
る

ご
と
に　

万
円
を
加
算
し
た
額

５０

以
下

（
※
２
）
単
身
世
帯
で
３
５
０

万
円
、
世
帯
員
が
１
人
増
え
る

ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加
算
し

た
額
以
下

　

［
必
要
な
書
類
］

　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、
世

帯
全
員
の
収
入
や
預
貯
金
等
、

資
産
な
ど
が
確
認
で
き
る
書
類

な
ど

　

※
更
新
申
請
場
所
は
、
上
記

と
同
じ

税
制
改
正
に
伴
う 

激
変
緩
和
措
置
が
終
了

　

税
制
改
正
（　

歳
以

６５

上
で
合
計
所
得
金
額
が

１
２
５
万
円
以
下
の
場

合
の
非
課
税
措
置
）
の

廃
止
に
よ
り
、
新
た
に
課
税
と

な
っ
た
場
合
、
２
年
間
の
軽
減

措
置
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

６
月　

日
で
終
了
し
ま
す
。

３０

　

次
の
制
度
に
つ
い
て
は
通
常

の
市
民
税
課
税
世
帯
と
し
て
の

利
用
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

［
対
象
制
度
］

　

○
負
担
限
度
額
認
定

　

○
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

利
用
者
負
担
上
限
額

　

○
社
会
福
祉
法
人
の
利
用
者

負
担
軽
減
制
度

訪
問
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
）の
経
過
措
置
が

終
了
し
ま
し
た

　

現
在
、
障
が
い
者
の
人
で
、

介
護
保
険
の
訪
問
介
護
（
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）
の
利
用

者
負
担
が
６
㌫
に
軽
減
さ
れ
る

「
介
護
保
険
利
用
者
負
担
助
成

対
象
者
証
」
を
持
っ
て
い
る
人

は
、
６
月　

日
で
経
過
措
置
が

３０

終
了
し
、
７
月
か
ら
は
通
常
の

利
用
者
負
担
１
割
（　

㌫
）
と

１０

な
り
ま
す
。

　

【
記
事
に
関
す
る
問
合
せ

先
】
介
護
保
険
課
（
☎
７
３
３

・
５
４
５
２
Ⓕ
７
２
６
・
３
３

２
８　

メ
ー
ルk

aig
oh
ok
e

n.P
H
W
B
@
city.fukuok

a.lg.jp

）

介
護
保
険

利
用
者
負
担
軽
減
の

更
新
手
続
き
は
７
月
末
ま
で
に

保険の
お知らせ
3

保険の
お知らせ
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各区役所の福祉・介護保険課
FAX番号電話番号区
６３１崖５０２５６４５崖１０６９東
４４１崖１４５５４１９崖１０８１博　多
７７１崖４９５５７１８崖１１０２中　央
５１２崖８８１１５５９崖５１２５南
８２２崖２１３３８３３崖４１０５城　南
８４６崖８４２８８３３崖４３５５早　良
８８１崖５８７４８９５崖７０６６西

※受給資格期間とは、老齢基礎年金を受け取るのに少なくとも必要
な納付期間（２５年間）のこと。ただし、老齢基礎年金を満額受け取る
のには、４０年間の納付が必要。
　また、障害（遺族）基礎年金については、一定以上の納付期間が必
要となります。
◎4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料
を納付しなければ、未納と同じ取り扱いとなります。

【介護保険に関する相談・問合せ先】

　

経
済
的
な
理
由
で
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き

は
、
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

◆
免
除
・
猶
予
制
度

　

①
免
除
制
度
（
一
般
）

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の

そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
の
所
得
が
、

次
の
基
準
以
下
の
場
合
、
納
付

が
全
額
ま
た
は
一
部
免
除
と
な

り
ま
す
。

　

●
全
額
免
除　

（
控
除
対
象

配
偶
者
と
扶
養
親
族
の
数
＋

１
）
×　

万
円
＋　

万
円

３５

２２

　

●
４
分
の
３
免
除　
　

万
円

７８

＋
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）

　

●
半
額
免
除　

１
１
８
万
円

＋
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）

　

●
４
分
の
１
免
除　

１
５
８

万
円
＋
（
Ａ
）
＋
（
Ｂ
）

　

（
Ａ
）
▽
老
人
扶
養
親
族
１

人
に
つ
き　

万
円
▽　

歳
以
上

４８

１６

　

歳
未
満
の
扶
養
親
族
１
人
に

２３つ
き　

万
円
▽
前
述
に
該
当
し

６３

な
い
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き　
３８

万
円

　

（
Ｂ
）
地
方
税
法
に
定
め
る

雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
社

会
保
険
料
控
除
、
小
規
模
企
業

共
済
等
掛
金
控
除
、
配
偶
者
特

別
控
除
相
当
額
、
障
害
者
控
除

　

万
円
（
特
別
障
害
者　

万

２７

４０

円
）、
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除　
２７

万
円
（
特
別
寡
婦　

万
円
）、

３５

勤
労
学
生
控
除　

万
円

２７

　

◎
地
方
税
法
に
定
め
る
障
が

い
者
ま
た
は
寡
婦
の
人
は
前
年

の
所
得
が
１
２
５
万
円
以
下
の

場
合
は
全
額
免
除
の
申
請
が
で

き
ま
す
。

　

ま
た
、
失
業
な
ど
の
場
合

は
、
基
準
以
上
の
所
得
で
も
特

例
で
申
請
で
き
ま
す
。
年
金
手

帳
と
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

か
離
職
票
の
写
し
を
持
っ
て
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

②
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

（　

歳
未
満
の
み
対
象
）

３０

　

本
人
・
配
偶
者
の
そ
れ
ぞ
れ

の
前
年
の
所
得
が
、
①
の
「
全

額
免
除
」
の
所
得
基
準
と
同
じ

場
合
、納
付
猶
予
と
な
り
ま
す
。

◆
申
請
時
期
・
対
象
期
間

　

申
請
受
け
付
け
は
７
月
１
日

火
か
ら
行
い
ま
す
。
年
金
手
帳

を
持
っ
て
早
め
に
申
請
を
。
平

成　

年
１
月
２
日
以
降
に
市
外

２０
か
ら
転
入
し
た
人
は
、
前
住
所

地
の
所
得
証
明
書
な
ど
が
必
要

で
す
。
対
象
期
間
は
、
７
月
～

翌
年
６
月
の
１
年
間
分
で
す
。

請
が
省
略
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

③
学
生
納
付
特
例
制
度

　

前
年
所
得
が
１
１
８
万
円
以

下
の
場
合
に
納
付
猶
予
と
な
り

ま
す
。
４
月
か
ら
受
け
付
け

中
。
年
金
手
帳
と
学
生
証
を
持

っ
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
料
の
後
払
い

　

①
、
②
、
③
の
期
間
の
免
除

や
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
を
後
払

い
（
追
納
）
す
る
こ
と
に
よ

り
、
全
額
納
付
し
た
場
合
と
同

額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

追
納
で
き
る
期
間
は　

年
以

１０

内
で
す
が
、
３
年
度
目
か
ら
は

加
算
金
が
発
生
し
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

※
手
続
き
や
問
合
せ
は
、
居

住
の
区
役
所
保
険
年
金
課
ま
た

は
出
張
所
国
民
年
金
担
当
へ
。

　

申
請
は
原
則
と
し
て

毎
年
必
要
で
す
が
、
全

額
免
除
、
若
年
者
納
付

猶
予
が
承
認
さ
れ
た
人

で
、
次
年
度
以
降
の
申

市国民年金
マスコット
「ゆとりん」

国
民
年
金
保
険
料
の

　

免
除
制
度

申
請
は
７
月
か
ら

老齢基礎年金の
受給額計算

障害（遺族）
基礎年金受給の
ための納付要件

受給資格期間
（※）への加算

免除期間分は1/3○○全額免除

免除期間分は1/2○○４分の３
免除

免除期間分は2/3○○半額免除

免除期間分は5/6○○４分の１
免除

猶予期間分は０
（後払いで満額）○○若年者

納付猶予
特例期間分は０
（後払いで満額）○○学生

納付特例
未納期間分は０××未納

保険料の免除、納付猶予、納付特例が承認されると


